
 

 

2－4 建築計画から完了までの流れ（概要） 
 

各種事前調査、条例・要綱による手続き、建築確認申請などの流れ 
  

チ
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事前調査・各種相談 
※概要です 

 道路調査・敷地調査 

 用途地域 

 容積率、建蔽率、敷地の最低限度 

 防火地域 

 高度地区等 

 日影規制 

 特別用途地区等 

 風致地区 

 土地区画整理事業等 

 都市計画施設等（都市計画道路・公園） 

 地区計画 

 開発許可・盛土規制法許可 

 東京都建築安全条例 

 東京都駐車場条例・世田谷区自転車条例 

 バリアフリー法 

ユニバーサルデザイン推進条例 

 景観法・風景づくり条例 

 環境基本条例 

 中高層条例 

 住環境整備条例 

 みどりの基本条例・緑化地域 

 国分寺崖線保全整備条例 

 斜面地等における建築物の制限条例 

 住宅条例 

 街づくり条例 

（地区街づくり計画・大規模土地取引 

・建築構想届出） 

 建築協定 

 狭あい道路拡幅整備条例 

 廃棄物保管場所設置要綱 

 準工業地域の指導基準 

 建設リサイクル法 

 騒音規制法・振動規制法 

 解体工事等の事前周知要綱 

 石綿除去工事の事前届出 

大気汚染防止法に基づく事前調査 

 建築物省エネ法に基づく適合判定及び提出 

 低炭素建築物の認定 

 長期優良住宅の認定 

 東京都下水道整備条例（分流地区届出） 

 浸水予防対策要綱 

 雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 

 埋蔵文化財包蔵地の届出 

 河川法（河川保全区域届出） 

 その他の条例等 
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構想段階・基本計画・基本設計段階  

法令等の事前相談、法令に基づく許可・認定等 
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準工業地域指導基準協議 

その他の条例・要綱等に基づく手続き 

環境基本条例 

事前協議→説明会→計画書提出→環境配慮幹事会  

風景づくり条例・景観法 

住民説明会→事前調整会議（月２回） 

住環境整備条例 

   協議届出→調整会議（月２回） 
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 実施設計 
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（月１回）→通知書 

 

→通知書 

 

→調整終了→届出 

 

建設リサイクル法届出 

解体・特定工事等の事前周知等 

大気汚染防止法に基づく事前調査 

石綿除去工事の事前届出 

 
建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出 

（内容により異なります） 
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● 手続きの必要部署、順序等については、個々の事例により異なります。具体的に事前相談の 

段階等で確認されるようお願いします。 

● 建築基準法による許可、認定等の手続きについては、計画初期の段階で事前相談してください。 
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注１：全ての建物が対象ではありません。 
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